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規

則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
号

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中

｢

第
二
十
三
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

厚
生
労
働
大
臣｣

を

｢

内
閣
総
理
大
臣｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中｢

第
二
十
七
条
第
四
項｣

を｢

第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
五
条｣

を

｢

第
八
条｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
四
条
第
五
項｣

を

｢

第
七
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
中

｢

第
四
十
四
条｣

を

｢

第
二
十
九
条｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中

｢

厚
生
労
働
大
臣｣

を

｢

内
閣
総
理
大
臣｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第

三
十
七
条｣

を

｢

第
二
十
二
条｣

に
、

｢

繰
入
れ｣

を

｢

繰
り
入
れ｣

に
、

｢

第
三
十
八
条｣

を

｢

第
二
十
三
条｣

に
、

｢

わ
く
外｣

を

｢

枠
外｣

に
、

｢

積
立
て
る｣

を

｢

積
み
立
て
る｣

に
改
め

る
。第

十
七
条
中

｢

第
三
十
七
条｣

を

｢

第
二
十
二
条｣

に
、

｢

繰
入
れ｣

を

｢

繰
り
入
れ｣

に
、

｢
第
三
十
八
条｣

を

｢

第
二
十
三
条｣

に
、

｢

わ
く
外｣

を

｢

枠
外｣

に
、

｢

積
立
て
る｣

を

｢

積

み
立
て
る｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
中

｢

収
容
施
設｣

を

｢

避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅｣

に
改
め
、
同
一
の
２
の



中

｢

住
宅
を｣
を

｢

住
家
を｣

に
改
め
、
同
表
の
三
の
１
中

｢

た
い
積
等｣

を

｢

堆
積
等｣

に
、

｢

含
む
。｣

を

｢
含
む
。
以
下
同
じ
。｣

に
、

｢

日
用
品
等｣

を

｢

生
活
必
需
品｣

に
改
め
、
同
三

の
３
の
�
中

｢
(

土
砂
の
堆
積
等
に
よ
り
一
時
的
に
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
つ
た
場

合
を
含
む
。)

｣

を
削
り
、
同
表
の
五
中

｢

災
害
に
か
か
つ
た
者｣

を

｢

被
災
者｣

に
改
め
、
同
表
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( )

の
六
中

｢

災
害
に
か
か
つ
た｣

を

｢

被
災
し
た｣

に
改
め
、
同
表
の
八
の
１
中

｢
(

土
砂
の
た
い
積

等
に
よ
り
一
時
的
に
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
つ
た
も
の
を
含
む
。)

｣

を
削
り
、
同

表
の
十
二
の
１
の
�
中

｢

災
害
に
か
か
つ
た
者｣

を

｢

被
災
者｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
中

｢

第
十
条
第
一
号｣

を

｢

第
四
条
第
一
号｣

に
改
め
、
同
一
の
１
の
�
中

｢

二

万
五
千
三
百
円｣

を

｢

二
万
五
千
九
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一
万
六
千
二
百
円｣

を

｢

一

万
六
千
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一
万
七
千
七
百
円｣

を

｢

一
万
六
千
九
百
円｣

に
改
め
、
同

１
の
�
中

｢

一
万
四
千
九
百
円｣

を

｢

一
万
四
千
七
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一
万
六
千
九

百
円｣

を

｢

一
万
六
千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一
万
四
千
六
百
円｣

を

｢

一
万
七
千
六

百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢
一
万
四
千
八
百
円｣

を

｢

一
万
七
千
八
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の

	
中

｢

一
万
三
千
七
百
円｣

を

｢
一
万
六
千
五
百
円｣

に
改
め
、
同
表
の
二
中

｢

第
十
条
第
五
号｣

を

｢

第
四
条
第
五
号｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

｢第
２
６
条
｣

を

｢第
９
条
｣

に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中

｢災
害
救
助
法
第
２
７
条
｣

を
｢災
害
救
助
法
第
１
０
条
｣

に
、

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
の
表

中

｢第
２
４
条
｣

を

｢第
７
条
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
裏

中

｢第
４
５
条
｣

を

｢第
３
１
条
｣

に
、

｢６
カ
月
｣

を

｢６
月
｣

に
、

｢50,000円
｣

を

｢300,000円
｣

に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中

｢第
２
４
条
｣

を

｢第
７
条
｣

に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中

｢第
２
５
条
｣

を

｢第
８
条
｣

に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
中

｢第
２
９
条
｣

を

｢第
１
２
条
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
別
表
第
二
の

一
の
１
の
�
及
び
�
か
ら
	
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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災
害
救
助
法

第
２
７
条
第
４
項

(条
文
挿
入
)

災
害
救
助
法
(抜
粋
)

(都
道
府
県
知
事
の
立
入
検
査
等
)

第
１
０
条
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
を
管
理
し
､
土
地
､
家
屋
若
し
く
は
物
資
を

使
用
し
､
物
資
の
保
管
を
命
じ
､
又
は
物
資
を
収
用
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
､
都

道
府
県
知
事
は
､
当
該
職
員
に
施
設
､
土
地
､
家
屋
､
物
資
の
所
在
す
る
場
所
又
は
物
資

を
保
管
さ
せ
る
場
所
に
立
ち
入
り
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

２
都
道
府
県
知
事
は
､
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
物
資
を
保
管
さ
せ
た
者
に
対
し
､
必

要
な
報
告
を
求
め
､
又
は
当
該
職
員
に
当
該
物
資
を
保
管
さ
せ
て
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り

検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

３
第
６
条
第
３
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
は
､
前
２
項
の
場
合
に
準
用
す
る
｡

(指
定
行
政
機
関
の
長
等
の
立
入
検
査
等
)

第
６
条

４
当
該
職
員
が
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
場
合
は
､
そ
の
身
分
を
示

す
証
票
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

５
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
､
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
｡

第
３
３
条
第
６
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
若
し
く
は
第
１
０
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２

項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
立
入
検
査
を
拒
み
､
妨
げ
､
若
し
く
は
忌
避
し
､
又
は
第

６
条
第
２
項
若
し
く
は
第
１
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
､
若
し
く
は
虚
偽

の
報
告
を
し
た
者
は
､
２
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
｡

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
一
般
相
談
支
援
事
業
を

行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
二
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
三
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(
｢

電
子
国
土
基
本
図

(

地
図
情
報)

｣

修
正
測
量)

二

作
業
期
間
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特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

ー
る
ど

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
山
八
五
の

四

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

は
た
ら
び
ー

た

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
一
〇

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
求
道
舎

上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
二
の
一
五

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

お
お
ば
こ
作

業
所

上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
二
の
一
五

〃

指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

地
域
相
談

支
援
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト

青
森
市
古
川
二
丁

目
一
五
の
七

地
域
移
行

支
援

ビ
リ
ー
ブ
ケ

ア
プ
ラ
ン
八

戸
中
央

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト

青
森
市
古
川
二
丁

目
一
五
の
七

地
域
定
着

支
援

ビ
リ
ー
ブ
ケ

ア
プ
ラ
ン
八

戸
中
央

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

〃

西
北
五
広
域

福
祉
事
務
組

合

つ
が
る
市
森
田
町

床
舞
鶴
喰
一
〇
四

の
二

地
域
移
行

支
援

相
談
支
援
事

業
所
も
り
た

つ
が
る
市
森
田
町

床
舞
鶴
喰
一
〇
四

の
二

〃

西
北
五
広
域

福
祉
事
務
組

合

つ
が
る
市
森
田
町

床
舞
鶴
喰
一
〇
四

の
二

地
域
定
着

支
援

相
談
支
援
事

業
所
も
り
た

つ
が
る
市
森
田
町

床
舞
鶴
喰
一
〇
四

の
二

〃

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平
一
の
二
五
二

吉
田

秩
夫

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平
五
六
の
四

中
野

一
雄

野
牛
区
域

野
牛
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
字
沢
辺
一
二
沖
見

一
男

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
字
山
科
九
四
の
四

鶴
田

十
美
男

新
深
浦
町
第
四
区

域
新
深
浦
町
漁
業

協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大

字
沢
辺
の
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
玉
坂
三
六
須
藤

広
志

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
丸
山
三
七

勢
州
谷

武
夫

新
深
浦
町
第
五
区

域
新
深
浦
町
漁
業

協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大

字
岩
崎
及
び
大

字
松
神
の
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ

っ
て
、
主
と
し
て

た
ら
刺
網
漁
業



( )

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

青
森
県
内
全
域

青
森
県
告
示
第
二
百
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成26年３月19日 水曜日 第3820号 4

３ ２ １ 図
面
番
号

国

道

県

道

県

道

道
路
の

種

類

二
七
九
号

む
つ
尻
屋
崎

線 稲
盛
千
代
町

山
田
線

路
線
名

む
つ
市
大
字
奥
内
字
近
川
八
の
一
八
か
ら

む
つ
市
大
字
奥
内
字
近
川
八
の
一
三
三
ま
で

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平
九
九
の
一
か
ら

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
野
牛
川
六
三
の
六
ま
で

つ
が
る
市
柏
玉
水
岸
田
一
八
の
二
一
か
ら

つ
が
る
市
柏
玉
水
岸
田
一
八
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

八
・
五
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
七
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
五
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

六
七
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

六
七
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考

青
森
県
告
示
第
二
百
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
苫
米
地
兎
内

線 県
道
八
戸
大
野
線

県
道
八
戸
環
状
線

県
道
稲
盛
千
代
町

山
田
線

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
下
源
兵
衛
一
〇
三
の

二
か
ら

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
豊
間
内
四
の
一
ま
で

三
戸
郡
階
上
町
大
字
田
代
字
横
窪
一
の
一
か
ら

三
戸
郡
階
上
町
大
字
田
代
字
鳶
ヶ
沢
三
の
一
三
ま
で

八
戸
市
大
字
糠
塚
字
大
開
一
一
の
一
六
か
ら

八
戸
市
大
字
中
居
林
字
道
合
二
五
の
三
ま
で

つ
が
る
市
柏
玉
水
岸
田
一
八
の
二
一
か
ら

つ
が
る
市
柏
玉
水
岸
田
一
八
の
一
ま
で

��･

�･

��

��･

�･

��

��･

�･

��

平
成
��･

�･

�	



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
六
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

小
金
森
一
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
標
柱
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は

直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
二
百
七
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
十
七
日
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

(

急
傾

斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
十
八
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

十
八

玉
坂
二
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
一
号
と
標

柱
六
号
を
結
ん
だ
線
は
普
通
河
川
風
呂
沢
川
右
岸
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結

ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
二
百
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
年
五
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

(

急
傾
斜

地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
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標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六

平
川
市

〃〃〃〃〃

唐
竹
川
原
田

唐
竹
小
金
森

〃〃唐
竹
川
原
田

〃

八
五
の
一

三
の
二

四
の
一

五
の
一

九
九
の
一

九
五
の
一

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六

西
津
軽
群
深
浦
町

〃〃〃〃〃

岩
崎

〃〃〃〃〃

玉
坂

〃〃〃〃〃

八
六

一
一
一
の
一

二
八
三

九
五
の
一

九
五
の
二

九
五
の
三
地
先

国
道
二
七
九
号

む
つ
市
大
字
奥
内
字
近
川
八
の
一
八
か
ら

む
つ
市
大
字
奥
内
字
近
川
八
の
一
三
三
ま
で

〃



( )

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
十
二
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

十
二

川
守
町
三
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
一
号
と
標

柱
六
号
を
結
ん
だ
線
は
市
道
浜
通
線
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線

と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
民
生
協
あ
じ
さ
い
館

青
森
市
松
原
三
丁
目
九
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

代
表
者
の
氏
名
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標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六

む
つ
市

〃〃〃〃〃

川
守
町

〃〃〃〃〃

五
一
六

五
一
七

五
三
三
の
一

五
三
三
の
一

五
二
六
の
一
八

五
三
六

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
浜
館
三
丁
目
七
の
七

代
表
理
事

平
野
了
三

平
成

��

･

�･

�

(

住
所)

��･

�･

��

(

代
表
者

の
氏
名)

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
浜
館
三
丁
目
七
の
七

代
表
理
事

平
野
了
三

平
成

��

･

�･

�

(

住
所)

��･

�･

��

(

代
表
者

の
氏
名)

株
式
会
社
ラ
グ
ノ
オ
さ
さ
き

弘
前
市
大
字
百
石
町
九

代
表
取
締
役

木
村
公
保

変
更
無
し

有
限
会
社
オ
リ
ー
ブ
生
花
店

青
森
市
花
園
一
丁
目
二
の
九

代
表
取
締
役

秋
元
一
成

有
限
会
社
オ
リ
ー
ブ
生
花
店

青
森
市
花
園
一
丁
目
二
の
九

代
表
取
締
役

秋
元
敏
子

��

･

�･

��

株
式
会
社
工
藤
パ
ン

青
森
市
金
沢
三
丁
目
二
二
の
一

代
表
取
締
役

工
藤
恭
裕

変
更
無
し

コ
セ
キ
株
式
会
社

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
二

の
六
代
表
取
締
役

小
関
忠
夫

―

��

･

	･

��



( )

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
七
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
六
年
七
月
十
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
中
明
戸
二
に
所
在
す
る
八
戸
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
の
執
行
委
員
長
田
村

政
雄
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

争
議
行
為
の
目
的

二
〇
一
四
年
春
闘
組
合
要
求
の
前
進
お
よ
び
実
現

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
午
前
零
時
よ
り
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

八
戸
赤
十
字
病
院
の
全
職
場
、
ま
た
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
全
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
ま
た
は
、
併
用
し
て
行
う
。

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

野
木
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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株
式
会
社
丸
大
サ
ク
ラ
ヰ
薬
局

青
森
市
大
字
三
内
字
玉
作
二
の
七
二

代
表
取
締
役

櫻
井
清

変
更
無
し

保
木
貴
博

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
二
の
三

変
更
無
し

新
山
和
子

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
一
四
四
の
二

一

変
更
無
し

桜
田
健

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
二
二
二
の
一

〇

株
式
会
社
鯛
鯛

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
二
一
二
の
三

代
表
取
締
役

櫻
田
健

��

･

�･

�

―

株
式
会
社
コ
ー
エ
イ

青
森
市
大
字
鶴
ヶ
坂
字
田
川
四
八
の
一

代
表
取
締
役

棟
方
光
栄

	�

･


･

	�



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
田
山

堰
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

中
南
地
域
県
民
局
長

�

原

至

智

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
田

山
堰
土
地
改
良
区
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

中
南
地
域
県
民
局
長

�

原

至

智

事
業
名

維
持
管
理

青 森 県 報平成26年３月19日 水曜日 第3820号 8


